
 
     滋 賀 県 産 業 振 興 ビ ジ ョ ン 答 申 案 〔概 要〕 

(1) 企業の経営基盤力の強化 

○ 経営基盤の強化に対する支援 

○ 創業および新事業創出の促進 

○ 中小企業・小規模事業者の活性化 

○ 企業立地の促進 

(2) これからの産業を担う人材力の強化 

○ キャリア教育等の推進 

○ 産業のニーズにあった人材の育成・確保 

○ グローバル人材の育成・確保 

○ 中小企業の人材育成に対する支援 

○ 起業家の育成等    

○ 県内大学生等の定着促進 

○ 若者の活躍推進   ○ 女性の活躍推進 

○ 障害者の活躍推進   ○高齢者の活躍推進 

○ 外国人材の活用 ○ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 ○ 雇用のミスマッチの解消等   ○ 優れた技能の伝承 

(3) 新たな価値や力を生み出す連携力の強化 

 ○ 異分野・異業種間の連携の推進 

○ 企業間連携の推進 

 ○ 産学官金民および地域との連携の推進 

○ 広域での地域間連携の推進 

 ○ 中小企業支援機関や公設試験研究機関間の連携の推進 

(4) 海外の需要を取り込む国際展開力の強化 

 ○ 企業の海外展開に対する支援 

 ○ 海外からの企業誘致の推進   ○ 海外からの誘客の推進 

(5) 経済循環力の強化 

 ○ 地域資源の活用の促進    

○ 滋賀の資源をつなぐコーディネート機能の充実 

○ 県内での企業間取引の促進 

○ 「地産地消型」・「自立分散型」エネルギー社会の創造に 

向けての取組の推進 

(6) 事業活動を支える地域力の強化 

 ○ 企業で働く人やその家族が住みやすいまちづくり   ○ 「滋賀・びわ湖ブランド」の取組推進 

○ コミュニティビジネスの推進    ○ 人と物の交流を支えるインフラの整備   ○ 産業用地の確保 

２ 産業振興施策の基本 

１ 今後の本県経済を牽引する産業 

(1) 振興を図るべき産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内外の課題解決に貢献する 

成 長 産 業 

 

地域資源を活用した 

魅力創造産業 

暮らしの安全・安心を 

支える地域密着産業 

 (3) 本県産業の強化を図る３つの企業力【地域の経済や社会の担い手として重要な役割を果たす中小企業・小規模事業者の課題を踏まえ、特性に応じて強化】 

 

 

 

第４ 産業振興の基本的方向 
 
１ ビジョン策定の背景・意義 

 中長期的な視点から、「何を強みとして、どのような産業やビジネスモデルを成長の 
“エンジン”として振興し、さらに県内での経済循環をどのように促進していくのか」 
といった視点から産業振興のあり方を考え、戦略的に取組を図るため策定 

２ ビジョンの県政における位置付け 
○ 本県における産業振興施策を総合的に推進するための中長期の指針 
○ 「滋賀県基本構想」に基づく部門別計画の一つ 
○ 「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例」に基づく施策の展開とあいまって、
本県経済の発展、雇用の維持・拡大、地域の活性化を目指すもの  等 

３ 計画期間    １０年：平成 27 年度（2015 年度）～平成 36 年度（2024 年度） 

１ 本県産業を取り巻く経済・社会情勢の変化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本県の特徴と課題 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

第１ ビジョン策定の趣旨 

第２ 本県産業の現状と課題 

 
１ 基本理念 

 
 

 

２ ビジョンが目指す姿 
 
 
 
 
 
 
 
３ 産業振興施策を進めるにあたっての視点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３ 産業振興の基本的な考え方 

世界にはばたく成長エンジンと地域経済循環の絆で形づくる 
“滋賀発の産業・雇用”の創造   

☆新たな成長産業の創出により、『日本を支えるたくましい経済が創造』 
★挑戦する企業の活躍により、『地域経済の活性化、雇用の維持・拡大』 
☆世界に通用するブランド価値の発信により、『滋賀のステータスが向上』 
★地域貢献企業の集積により、『地域を支え、地域が潤う循環型経済が確立』 
☆イノベーションの連続により、『新たなビジネスモデルが次々と展開』 

① 産業活動を支える『事業環境づくり』の視点 
② 地域の特性を活かした『まちづくり』の視点 
③ 本県産業を担う『人づくり』の視点 
④ 多様な産業の集積を活かした『つながりづくり』の視点 
⑤ 中小企業の強みを伸ばす『競争力づくり』の視点 
⑥ 追随を許さない『モノづくり』の視点 
⑦ 滋賀ならではの『ことづくり』の視点 
⑧ 一人ひとりの県民の『幸せづくり』の視点 

 
１ 各主体の役割 
 ○県の役割  庁内の関係部局が連携し、総合的に施策を推進するとともに、県内企業へのヒヤリングや関係団体・市町等との意見・情報交換 

を行うなどして、本県産業の実態や課題の把握と、それらを踏まえた施策の構築等に努める。また、必要な調査・研究を実施。 
 ○企業の役割  ○関係団体等の役割  ○大学等教育・研究機関の役割  ○金融機関の役割  ○県民の役割 

 
２ 市町や国等との連携  市町と連携・協力し、それぞれの地域の特性や実情に応じた産業の創出・振興を図ること 等 

 
３ 本県経済・産業の活性化状況のモニタリング 

   毎年度、有識者等の意見を聴きながら、本県経済・産業の動向について、量的（客観的）および質的（主観的）の両面からモニタリング 
を行い、その状況を把握・分析し、具体的な施策の構築や検証等に活用 

第５ ビジョンの推進 

(1) 国内の動向  ○ 人口減少と少子高齢化の進行   

○ 製造業における海外現地生産比率の上昇 

○ 東日本大震災を契機としたエネルギーをめぐる社会情勢の変化  

○ 東京オリンピック・パラリンピック、本県での国民体育大会等の開催 等 

(2) 世界の動向  ○ アジアをはじめとする新興国市場の拡大 等 

(3) 国の成長戦略等における施策の方向 

○ 成長戦略の推進   ○ 「小規模企業振興基本法」の施行 

○ 豊かな自然環境と多くの歴史遺産・文化資産  ○ 恵まれた地理的条件と広域交通基盤 

○ 県内総生産に占める第二次産業の割合の高さ 

○ 製造業のほとんどの業種が「域外需要産業」 

○ 進む県内企業の海外事業展開    ○ 受け継がれる「三方よし」の精神 

○ 取引先との信頼関係と技術力を強みとする中小企業、一方、難しい人材の確保・育成 

○ 様々な分野の大企業のマザー工場や研究所が多く立地 

○ 多くの産地で厳しい状況にある地場産業 

○ 減少傾向にある商業・サービス業の事業所数と従業者数 

○ 若者を取り巻く厳しい雇用情勢   ○女性の労働力率の低さと大きな潜在力 

○ 豊富な地域資源、一方で、宿泊・滞在型観光の少なさ、ブランド力の弱さ 

○ 教育研究機関が多数立地  ○ 全国第１位のＦＴＴＨ（光回線）世帯普及率 等 

(2) 当面、重点的に取り組む５つのイノベーション 
※イノベーション：新たな価値を創造し、社会や暮らしによりよい変化をもたらすこと

 

 

 

 

 

 

 

× 
付加価値を生み出す 

技 術 力 
人と人、人と地域のつながりを生み出す 

サービス・販売力 
ブランドの創造につながる 

発信・連携力 

高度モノづくり 
イノベーション 

ふるさと魅力向上 
イノベーション 

商い・おもてなし 
イノベーション 

医療・健康・福祉 
イノベーション 滋賀の様々な 

産業・企業・人 

水・ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境 
イノベーション 

資 料 １ 


